趣　　意　　書

　青少年は社会のかけがえのない一員であり、未来をつくり支えていくものであります。少子高齢化、情報化、国際化が進展するなか、21世紀の佐賀を担う青少年が社会変化に主体的に対応できる資質と能力、自らの責務を自覚しそして意欲を備えた人間に成長していくことは、県民みんなの願いです。

　佐賀県青少年育成県民会議は、青少年の健全育成を県民運動として推進することを目的として昭和41年10月に結成以来、40年に亘り諸活動を展開しています。

　さて、「青少年は社会を映す鏡」と言われるように、青少年問題は大人社会の　　問題の反映であり、親や大人が自らの役割や影響力の大きさを自覚し、自らの姿勢を正していくことが強く求められています。少年非行の凶悪化、低年齢化など　　今日の事態を極めて深刻に受けとめ、青少年の健全育成は何よりも家庭や地域での日常的な活動が重要であるとの原点に改めて立ち返り、県民総ぐるみでの取り組みを進めることが必要であります。

　当県民会議では、多くの方々に青少年育成運動に参加していただくために、　　昭和58年から賛助会員制度を設け、物心両面にわたる御支援を賜っております。御協力いただいた賛助会費は、県民会議事業の貴重な財源とさせていただくとともに、2分の1の額は各在住の市町にある青少年育成市町民会議の活動費の助成金　として交付し、地域に密着して有効活用させていただいております。

　平成１９年度におきましても、豊かな感性、思いやりの心、強い意志や意欲、　　他者との協調、自立心と耐性、さらには善悪の区別が出来る力など豊かな心と人間性を備えた青少年の育成と、青少年にとってより良い社会環境づくり等を目指して県民運動に取り組んでまいります。

　なお、賛助会費は１口（個人2,000円、団体･企業10,000円）以上とさせていただいております。新規加入の際は、別紙入会申込書を当県民会議事務局あてに送付していただき、会費は別添振込用紙により振り込んでいただきますよう、あわせてお願い申し上げます。

平成１９年4月

　　佐賀県青少年育成県民会議　

会長　　福　岡　福　麿　

【問合わせ及び申し込み先】

〒840-8570　佐賀市城内1-1-59


佐賀県青少年育成県民会議


（県庁こども課内）　　担当：大木


TEL0952-25-7382　FAX0952-25-7339








